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第２４期第１３回新居浜市農業委員会総会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１）会議の日時 令和３年７月５日（月曜日）１３：３０～１５：２０ 

（２）会議の場所 市庁舎６階 議員全員協議会室 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）農業委員 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

（２）農地利用最適化推進委員  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）欠席委員 ２人 

   農業委員 第 ４ 番 村 上 壽 一 

   推進委員 第１２番  小 泉  造 

 

    

 

 

第 １ 番   片 上 和 彦 

第 ２ 番   岡 田   充 

第 ３ 番    藤 田 幸 正 

第 ５ 番    塩 見 敏 夫 

第 ６ 番   寺 尾 俊 行 

第 ７ 番    横 井 直 次 

第 ８ 番   藤 田 健太郎 

第 ９ 番      宇 野 賀津美 

第１０番   古 川 一 豊 

 

 

第１１番   髙 橋 征 三 

第１２番     小 野 春 雄 

第１３番     曽我部 英 敏 

第１４番   伊 藤 繁次郎 

第１５番   土 岐 若 水 

第１６番   伊 藤 愼 吾 

第１７番   渡 邊 勝 俊 

第１８番     松 木 ワカ子 

第１９番   山 口 三七夫 

 

 

第 ８ 番   藤 田   隆 

第 ９ 番   田 坂 健 次 

第１０番   眞 鍋 哲 哉 

第１１番   竹 林 義 孝    

第１３番   髙 橋 秀 実 

第１４番   神 野 鉄 治 

 

第 １ 番   岡 田 悦 明 

第 ２ 番   安 藤 育 雄 

第 ３ 番   加 藤 宏 司 

第 ４ 番   岩 崎 紀 生 

第 ５ 番   小 野 義 尚 

第 ６ 番   井 下 八 郎 

第 ７ 番     髙 橋 眞 次 
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３ 会議に出席した事務局職員 

      事 務 局 長   藤 田 和 則       事務局 主幹   近  藤  明  美 
農 地 係 長  松 本   聡    農 政 係 長  谷 口 恭 子 
主    任  井 上 貴 清    会計年度任用職員   齊 藤 麻 里 
   

 
４ 傍聴者     

   な し 

５ 議事日程    

   農地関係 農地法第３条、第４条、第５条申請関係等の審議について 

   農政関係 タブレットの使用方法について 

        農地パトロールについて 

                  ◇                      
   １３時３０分開会 

 

藤田事務局長       御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたしま

す。農業委員１８人、推進委員１３人でございます。よって、

過半数に達しており、この会が成立していることを御報告い

たします。それでは、会長よろしくお願いします。 

藤田会長     皆さん、こんにちは。天気予報では、雨が降るとか、曇り

とかこの先不順な天候ですけど、今日は朝から晴れて久しぶ

りに日差しが強く夏らしくなってきたというような感じが

いたします。７月は２４期の委員も就任してもうすぐ１年、

１年経つと任期の３分の１が終了するということでござい

ます。特に７月になりますと皆様方には農地パトロール等で

暑い中現地へ行っていろいろ調査をしていただくというよ

うなこともございます。これから、暑い日が続きますけれど、

皆様方には体調管理に十分に気を付けていただきまして、い

ろんな活動に取り組んでいただいたらと思います。それで

は、ただいまから第１３回新居浜市農業委員会総会を開会い

たします。 

まず、農地関係の議案につきましては、議案第１号から議

案第５号までとなっております。 

  農政関係は「タブレットの使用方法について」及び「農地
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パトロールについて」を議題といたします。 

なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第

１９条の規定により、会長において伊藤 繁次郎委員と土岐 

若水委員を指名いたします。両委員さんよろしくお願いいた

します。 

これより農地関係の議案の審議に入ります。議案書目次を

お開きください。議案中、第１号から第４号は決議事項、第

５号は意見事項となっております。加えまして参考事項が１

件ございます。 

藤田会長        １ページを御覧ください。 

議案第１号「農用地利用集積計画について」を議題に供 

します。事務局から議案の説明をお願いします。 

松本農地係長    議案第１号につきましては、農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定による農用地利用集積計画でございます。

内容といたしましては、田１筆、合計面積４５６㎡でござい

ます。２ページをお開きください。 

５９番、（１－１）さんの１件でございまして、期間につ

きましては、１年３か月で、新規設定となっております。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の要件である、農用地利用集積計画の内容が新居浜

市の基本構想に適合するものであること並びに全部効率利

用要件及び常時従事要件が認められることの各要件を満た

しております。御審議よろしくお願いいたします。 

藤田会長      ありがとうございました。 

以上、５９番について質疑に入ります。御意見、御質問は

ございませんか。はい、小野（春）委員。 

小野（春）委員    参考に教えてほしいのですが、この（１－１）さんは４

５６平米を取得して３,１２２平米になっておりますね。こ

れは、新居浜市でいったら３反以上になったらいいという

ことで、ここで審議にかかっているんでしょ。今後も地域、

地域によって許可する平米数が違いますけど、３,０００平

米ですよね。この、４５６平米を足して３,１２２平米にな
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っているのですけど以前は２,６６６平米なんですよね。 

藤田会長       今が、３,１２２平米で今度、４５６平米を利用権設定

すると、それにプラスされるわけです。 

小野（春）委員    ３,１２２平米に今回の申請を足すのですか、足して３,

１２２平米ではないのですね。この、３,１２２平米はど

こから引用してきているのですか。 

松本農地係長     説明いたします。この方、先々月に西条から新居浜の方

に新規で就農された方で、その時に３,１２２平米いうこ

とで３条の許可を得ております。今回、プラスして４５６

平米耕作されるということです。 

小野（春）委員    はい、ありがとうございました。 

藤田会長       他に御意見、御質問はございませんか。 

              （「なし」の声あり） 

藤田会長       ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

                  （「異議なし」の声あり） 

藤田会長       御異議なしと認めます。よって、議案第１号「農用地利

用集積計画について」を原案のとおり決定させていただき

ます。３ページを御覧ください。 

   議案第２号「農地の使用貸借権設定について」と議案第

４号「農地の所有権移転について」の１７番及び１８番は

関連しておりますので、一括して議題に供します。事務局

から議案の説明をお願いします。 

松本農地係長       議案第２号３番、農地法第３条第１項の規定による農

地の使用貸借権設定並びに議案第４号１７番及び１８番

所有権移転の３件につきまして、説明をいたします。ま

ず、議案第２号３番、使用貸借権設定でございます。 

４ページをお開きください。 

星原町、畑、１筆、面積５７８平方メートル及び田、

１筆、面積１，４３４平方メートル、小計２，０１２平

方メートル、次に、議案第４号１７番及び１８番、所有

権移転でございます。 
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９ページをお開きください。 

１７番、寿町、畑、１筆、面積７５０平方メートル、

１８番、寿町、畑、１筆、面積５３５平方メートル、小

計１，２８５平方メートルとなりまして、合計３，２９

７平方メートルでございます。 

譲受人は（２－１）さんで、今回、新規に営農を開始

するに当たり、申請地を取得及び借り受ける目的で、農

地法第３条による申請書が提出されました。申請地は、

農道及び水路が整備された整形な農地で、隣地との境界

も明確であることから、周辺農地への影響についてはな

いものと思われます。 

また、議案書及びお手元に配布いたしております調査

書に記載のとおり、農地法第３条第２項各号には該当し

ないため、許可要件の全てを満たしていると考えており

ます。御審議よろしくお願いいたします。 

藤田会長        ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明

につきまして、議案第２号３番については髙橋 征三委員

から、議案第４号１７番及び１８番については古川 一豊

委員から、それぞれ報告をお願いします。 

            まず、髙橋委員お願いします。 

髙橋(征)委員      はい、申請地の農地でございますが、今までは渡し人

から依頼を受けて保全管理をしておりました。したがい

まして、農地の再開は直ぐにできる状態であります。譲

受人ですが５月に私のところに農業をやりたいと話があ

り、お伺いをして意見を聞かせてほしいと話をしました。

農業に従事してやって行きたいと強い意志がありますの

で問題ないと思いますので、よろしくお願いします。  

藤田会長         ありがとうございました。次に古川委員お願いします。 

古川委員           ６月１９日、２０日と２日間譲受人の方と面会、調査

しました。農地の状況ですが、現在耕作はされておりま

せんが、草刈などちゃんとされておりまして、いつでも

耕作できる状態であります。地域との調和要件につきま
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しては境界など総合的に問題はありません。また、譲受

人は耕作意欲もあり地域への影響も特段にないものと思

われます。許可しても支障はないと思います。以上、御

審議をよろしくお願いします。 

藤田会長         ありがとうございました。以上、議案第２号３番と議

案第４号１７番及び１８番について質疑に入ります。御

意見、御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

藤田会長         ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長         御異議なしと認めます。よって、議案第２号「農地の使

用貸借権設定について」と議案第４号「農地の所有権移転

について」の１７番及び１８番を原案のとおり決定させて

いただきます。５ページを御覧ください。 

議案第３号「農地の賃貸借権等設定について」と議案

第４号「農地の所有権移転について」の１５番及び１６

番は関連しておりますので、一括して議題に供します。

事務局から議案の説明をお願いします。 

松本農地係長      議案第３号１番、農地法第３条第１項の規定による農

地の賃借権設定並びに議案第４号１５番及び１６番所有

権移転の３件につきまして、説明をいたします。 

まず、議案第３号１番、賃借権設定でございます。 

６ページをお開きください。 

阿島二丁目、畑、１筆、面積１，０２８平方メートル

次に、議案第４号１５番及び１６番、所有権移転でござ

います。 

８ページをお開きください。 

１５番、阿島二丁目､田､１筆､面積１,２７９平方メー

トル、１６番、阿島二丁目、畑、１筆、面積１，２１６

平方メートル、小計２，４９５平方メートルとなりまし

て、合計３，５２３平方メートルでございます。 
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譲受人は（３－１）さんで、今回、新規に営農を開始

するに当たり、申請地を取得及び借り受ける目的で、農

地法第３条による申請書が提出されました。申請地は、

農道及び水路が整備された整形な農地で、隣地との境界

も明確であることから、周辺農地への影響についてはな

いものと思われます。 

また、議案書及びお手元に配布いたしております調査

書に記載のとおり、農地法第３条第２項各号には該当し

ないため、許可要件の全てを満たしていると考えており

ます。御審議よろしくお願いいたします。 

藤田会長         ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明

につきまして、井下 八郎委員から、報告をお願いします。 

井下委員       それでは、御説明させていただきます。申請地は先程

申しました通り農道及び水路が整備された整形な農地で

現地との境も明確にあり周辺の影響も何もないものと思

います。また、本人と会ってお話をさせていただきまし

て、特にアボカドの栽培に関心を持っており、苗を鉢植

えから育てており許可後は苗を購入して増やしていく予

定で耕作意欲もあり許可しても問題なく、御審議のほど

よろしくお願いします。 

藤田会長        ありがとうございました。以上、議案第３号１番と議

案第４号１５番から１６番について質疑に入ります。御

意見、御質問はございませんか。はい、曽我部委員。 

曽我部委員      新規就農ということで非常にありがたいと我々も喜ん

でいるのですが、４７歳ということで全部で３,５００平

米あり、アボカドは何年かしないと収入にならないとい

うことで兼業でやられるのですか。 

松本農地係長     この方は、会社を経営されておりまして、こちらと農

業の両方をしばらくはされるという考えを聞いておりま

す。 

曽我部委員      自分で会社を経営しながら農地を取得して農業でもや

りたいという方ですか。 
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松本農地係長     そういうように聞いております。 

曽我部委員          きちんと管理してくれるか心配なところもありますの

で、その辺りも地元の農業委員さんの方でよろしく言って

おいて下さい。            

藤田会長             他に御意見、御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

藤田会長       ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長       御異議なしと認めます。よって、議案第３号「農地の賃

貸借権等設定について」と議案第４号「農地の所有権移転

について」の１５番及び１６番を原案のとおり決定させて

いただきます。 

       １０ページをお開きください。 

             議案第５号「農地の転用を伴う所有権移転等について」

を議題に供します。事務局から議案の説明をお願いします。 

井上主任      議案第５号は､農地法第５条第１項の規定による農地転

用の申請で､申請件数は１９件です｡ 

１１ページを御覧ください｡ 

９３番､垣生六丁目､田２筆､譲受人は（５－１）さん｡内

容は露天資材置場及び露天駐車場､農地区分は用途地域で

あるため第３種農地であると判断され､区分は所有権移転

です｡   

９４番､萩生字本郷､畑１筆､譲受人は（５－２）さん｡内

容は太陽光発電施設､農地区分はその他の農地である第２

種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

９５番､大生院字喜来西ﾉ原､畑１筆､譲受人は（５－３）

さん｡内容は露天駐車場及び貸し露天駐車場､農地区分はそ

の他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移

転です｡ 

１２ページをお開きください｡ 

９６番､河内町､田１筆､譲受人は（５－４）さん｡内容は
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自己住宅１８９.９８平方メートル､一体利用地として用途

廃止水路１８.７５平方メートルがあり､農地区分は用途地

域であるため第３種農地であると判断され､区分は所有権

移転です｡ 

９７番､高田一丁目､畑１筆､譲受人は（５－５）さん｡内

容は自己住宅１１８平方メートル､農地区分はその他の農

地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

９８番､萩生字治良丸､畑１筆､譲受人は（５－６）さん｡

内容は自己住宅１２５.２５平方メートル､農地区分は用途

地域であるため第３種農地であると判断され､区分は所有

権移転です｡ 

１３ページを御覧ください｡ 

９９番､外山町､畑２筆､譲受人は（５－７）さん｡内容は

自己住宅１４０.５６平方メートル､農地区分はその他の農

地である第２種農地と判断され､区分は使用貸借権で期間

は永年です｡ 

１００番､萩生字本郷､畑１筆､譲受人は（５－８）さん｡

内容は自己住宅９０.７１平方メートル､農地区分はその他

の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転で

す｡ 

１０１番､沢津町三丁目､田１筆､譲受人は（５－９）さん｡

内容は建売住宅２戸１３０平方メートル､農地区分はその

他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転

です｡ 

１４ページをお開きください｡ 

１０２番､大生院字栗林､畑３筆､譲受人は（５－１０）さ

ん｡内容は貸し露天資材置場､農地区分はその他の農地であ

る第２種農地と判断され､区分は所有権移転です｡ 

１０３番､岸の上町一丁目､田１筆､譲受人は（５－１１）

さん｡内容は自己住宅６６.６６平方メートル､農地区分は

その他の農地である第２種農地と判断され､区分は使用貸

借権で期間は３０年です｡ 
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１０４番､北内町三丁目､田１筆､譲受人は（５－１２）さ

ん｡内容は自己住宅１２３.２１平方メートル､農地区分は

用途地域であるため第３種農地であると判断され､区分は

使用貸借権で期間は永年です｡ 

１５ページを御覧ください｡ 

１０５番､萩生字本郷､畑１筆､譲受人は（５－１３）さん｡

内容は自己住宅９５.８５平方メートル､農地区分はその他

の農地である第２種農地と判断され､区分は使用貸借権で

期間は永年です｡ 

１０６番､東田一丁目､田筆､譲受人は（５－１４）さん｡

内容は有料老人ホーム１棟４６５.２１平方メートル､一体

利用地として用途廃止水路８.６７平方メートルがあり､農

地区分はその他の農地である第２種農地と判断され､区分

は所有権移転です｡ 

１０７番､東田一丁目､田３筆､譲受人は（５－１５）さん｡

内容は有料老人ホーム１棟６０６.７２平方メートル､農地

区分はその他の農地である第２種農地と判断され､区分は

所有権移転です｡ 

１６ページをお開きください｡ 

１０８番､東田一丁目､田３筆､譲受人は（５－１６）さん｡

内容は診療所併用住宅１棟４６２.８２平方メートル､農地

区分はその他の農地である第２種農地と判断され､区分は

所有権移転です｡ 

１０９番､東田一丁目､田５筆､譲受人は（５－１７）さん｡

内容は調剤薬局１３９.６４平方メートル､農地区分はその

他の農地である第２種農地と判断され､区分は所有権移転

です｡ 

なお、１０６番から１０９番までは隣接しており、一体

で千平方メートル以上の土地に建築物を建設する予定であ

ることから､併せて開発許可申請が行われております。 

１１０番､河内町､田２筆､譲受人は（５－１８）さん｡内

容は賃貸共同住宅１棟３４６.１４平方メートル､農地区分
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は用途地域であるため第３種農地であると判断され､区分

は所有権移転です｡ 

１７ページを御覧ください｡ 

１１１番､船木字高祖､畑１筆､譲受人は（５－１９）さん｡

内容は自己住宅２７４平方メートル､農地区分はその他の

農地である第２種農地と判断され､区分は使用貸借権で期

間は永年です。 

以上､９３番から１１１番のいずれの事案につきまして

も､申請書および土地改良区の意見書等の添付資料を確認

し､転用行為が遂行される確実性等の一般基準についても

認められるものであることを､事務局より報告させていた

だきます｡御審議の程よろしくお願いします｡ 

藤田会長        ありがとうございました。 

以上、９３番から１１１番までについて質疑に入ります。 

            御意見、御質問はございませんか。はい、渡邊委員。 

渡邊委員       １０６番から１０９番まで一挙に５反以上が転用される

のですが、たまたま隣接地でなっているのか、別に開発を

進めている人がいるとか。 

井上主任       事業者は別にはなっているのですが、全て一体として開

発をする予定と聞いております。 

渡邊委員       どこか不動産屋が関係して、こういう計画を進めたとい

うことですか。 

井上主任       不動産会社は申請の中には入ってないですね。 

渡邊委員       陰で入ってないですねよ。 

井上主任       陰の方まではこちらは把握してないです。 

藤田会長       他に御意見、御質問はございませんか。 

             （「なし」の声あり）  

藤田会長      ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

             （「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第５号「農地の転

用を伴う所有権移転等について」を許可相当として県知事
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に意見を送付いたします。 

     続きまして、１８ページをお開きください。 

参考事項は、農地法第１８条第６項の規定による合意解約

についての参考事項ですので、お目通しをお願いします。 

以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了い

たしました。よって、これをもちまして暫時休憩いたします。 

なお、１４時１０分から総会を再開いたします。 

 

    （休憩） 

 

藤田会長      休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

これより農政関係の議題に入ります。本日は、御案内し  

ておりましたとおり、「タブレットの使用方法について」及

び「農地パトロールについて」を議題といたします。  

タブレットについては、農業会議からの台数が４０台くら

いで、新居浜市の委員数にちょうどよいのでどうですかと言

われましたので、どうせ取り組むならということで、新居浜

市で取り組むことになりました。 

なお、本日は、ご多忙の中、愛媛県農業会議より川中様を

お招きしておりますので、御紹介させていただきます。 

愛媛県農業会議専門員係長 川中 敬三様です。それでは、

川中様、よろしくお願いいたします。 

愛媛県農業会議 

川中係長      御紹介にいただきました、農業会議の川中と申します。

私の方から、本日はタブレットの操作の仕方について御説

明をさせていただきます。お付き合いのほどお願いしたい

と思います。また、タブレットでございますが、先程会長

さんの方からお話があったように、そもそもはコロナで総

会が開催できないというのが都市部でもあり、農業委員会

の総会につきましては開かないわけにはいかないと、人を

集めてやるのか、あるいはこういったタブレットで会議に

参加をしていただいて総会を開くということになっており
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ます。法律上は延期というのは基本的にはないわけであり

まして、なおかつ総会を開かないということはできないと

なっております。あくまでも、人に集まっていただくか、

こういったタブレットを使って総会を開いていただくとい

うことになっておりまして、ついては国の方がコロナの関

係でデジタル化の１つとしてタブレットを使って総会を開

催してはどうかということで農業会議の予算がつきまして

１県当たり４０台くらいのタブレットを使って実際は農業

委員会さんにタブレットを使ってのオンライン総会を開催

してもらうようにタブレットの貸出が今年度予算としてつ

いたということであります。大体４０台でございますので、

いくつかの市町さんに御依頼をしましたところ、新居浜市

さんの方で快くお引き受けをいただきまして、皆さんの方

で今年度タブレットを使っての農業委員会の総会であった

り、これからの農地パトロール、利用状況調査等で御活用

をいただければということでございます。それでは、操作

の説明をして参りたいと思います。 

 

             （タブレット操作方法について説明） 

     

藤田会長         ただいま、川中様から説明していただきましたが、御質

問等はございませんか。今、川中様から御説明がありまし

たように、国の方がこういった方針で進んで行くというこ

とでございまして、１人１台ずつ貸与品ではございますけ

ど与えられておりますので、また、持って帰られて使用方

法等々を見ながら試してみてください。また、分からない

ことがあれば事務局の方へお尋ねをしていただいたらと、

少しでも慣れていただくようによろしくお願いします。 

         他にございませんか。 

                 （「なし」の声あり） 

藤田会長      本日は、お忙しい中、愛媛県農業会議専門員係長 川中 

様に御出席いただき、ありがとうございました。 
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          では、次に「農地パトロールについて」を議題といたし

ます。まず、事務局から説明をお願いします。 

谷口農政係長      農地法第３０条第１項で、農業委員会は毎年１回、農地

の利用状況調査を行うことが定められておりますので、今

年度も実施します。これまでの農地の利用状況に関する調

査については、農地法上の遊休農地措置に基づく利用状況

調査と荒廃農地調査の二つの調査が含まれ、国に報告して

いましたが、今回両調査を統合するとともに、遊休農地を

より詳細に分析し、状況に応じた解消目標設定や筆ごとの

状況等を把握するよう改正がありました。 

それでは、お配りしております調査票をご覧ください。

１枚の調査票に２筆ずつ記載しております。左上に地図番

号、その下の四角で囲っている中に、土地の所在地等書い

ております。その下に令和２年度の結果、アは営農再開、

ウは保善管理、空白は遊休農地です。その下に意向調査結

果を記載しております。 

今年度の調査の結果を右側の欄に記入していただきま

す。まずは、英数字のⅠＲ３パトロールの結果にアウ×と

あります。あてはまるところに〇をつけてください。次に

ⅡとⅢです。ここからが調査をより詳細にというところで

すが、Ⅱが遊休農地になりうる現況です。項目が１から８

までありますのであてはまるところに〇をつけてくださ

い。複数ある場合は、もっともあてはまるもの２つに〇を

つけてください。次にⅢは発生場所の区分です。その農地

がどのような場所にあるのか、１から４の中から１つ〇を

つけてください。なお、調査のⅡとⅢは、Ⅰで、アやウに

なった場合もすべての農地について記入をしてください。 

また、新規で発見した場合は、空白の用紙をつけていま

すのでそちらに記入してください。 

次にカラーの写真が載っている用紙で例１から例３まで

つけています。こちらは、各自治体における荒廃農地の判

定基準を国でまとめたものです。この中でいうと例３が新
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居浜市における判定基準に一番近いと思います。 

パトロールの際には、委員会親睦会よりお茶を買ってお

渡ししますが、十分な水分補給と帽子をかぶるなどの熱中

症対策をしてパトロールに臨んでください。以上です。 

藤田会長        ただいま事務局から説明がありましたが、何か御質問等

はございませんか。はい、岡田（充）委員。 

岡田（充）委員   当日の天候は関係ないのですか。 

谷口農政係長    基本的には雨の場合にもパトロールを行いたいと思いま

す。車の中から見える範囲でしたいと思いますのでお願い

します。もう１つ、水分補給と一緒に帽子と調査証を携帯

してください。 

藤田会長        他に御質問等はございませんか。 

               （「なし」の声あり） 

藤田会長         ここで、事務局から連絡事項があります。事務局お願い

します。 

谷口農政係長      活動記録簿について、説明いたします。現在、日々の農

業委員会活動の記録を活動記録簿に御記入いただき提出

していただいておりますが、本日、７月からの記入をして

いただく活動記録簿をお配りしております。 

記入につきましては、１７ページ以降に今までと同じよ

うにしていただきますが、裏面の意向把握の状況及び地域

の話し合いへの参加状況も記入をお願いします。 

１４ページ、１５ページをお開きください。こちらに記

入例がありますので、参考にしていただき、相談内容や地

域の話し合いに参加した内容を記入してください。貸した

いという希望があった場合は、事務局の方でＨＰに掲載し

て借り手を探すこともできますので活動内容については必

ず御記入をお願いします。以上で説明を終わります。 

藤田会長        ありがとうございました。 

以上をもちまして、第１３回新居浜市農業委員会総会を

閉会いたします。御協力ありがとうございました。 

藤田事務局長    御起立ください。礼。ありがとうございました。 
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